
ＳＰＣ法事務ガイドライン新旧対照表

改 正 後 改 正 前

別添１ 別添１

参考様式集 参考様式集

１０Ａ 特定目的会社（新ＳＰＣ、ＳＰＴ）関係 １０Ａ 特定目的会社（新ＳＰＣ、ＳＰＴ）関係

別紙様式１ 別紙様式１

資産流動化計画の記載内容についてのチェックリスト 資産流動化計画の記載内容についてのチェックリスト

項 目 関連条文 審 査 す る 内 容 チェック欄 項 目 関連条文 審 査 す る 内 容 チェック欄

２．優先出資 （略） （略） ２．優先出資 （略） （略）

の発行等に 規則12条九 (9)（略） の発行等に 規則12条九 (9)（略）

関する事項 関する事項

同号イ （a) 利益消却を予定する場合は、その旨及び利益消却に 同号イ （a) 利益消却を予定する場合は、その旨の記載があるか。

ついての記載があるか。

(略） （略）

規則12条十 (10)(略） 規則12条十 (10)(略）

同号ロ （b) 単位未満優先出資証券の発行について記載があるか。 同号ロ （b) 単位未満優先出資の発行について記載があるか。

(略） (略）

規則12条十一 (11)(略） 規則12条十一 (11)(略）

（略） （略） （略） （略）

同号ロ (ｂ) （略） 同号ロ (ｂ)（略）

①各優先資本の減少を行う目的、要件及び時期の記載 ①各優先資本の減少を行う目的、要件、方法及び時期の

があるか。 記載があるか

② (略） ②（略）

③各優先資本の減少において優先出資の消却を行うとき （新設）

は、消却すべき優先出資の種類及び数又はその計算方法 （新設）

、消却の方法並びに消却に要する金額又はその計算方法 ③（略）

規則36条 について記載があるか。

④各優先出資の減少において優先出資の併合を行うとき

は、併合すべき優先出資の種類及び併合の方法につい

て記載があるか。

⑤ 各優先資本の減少の対象となる優先出資の種類につい

て記載があるか。



３．特定社債 （略） （略） ３．特定社債 （略） （略）

の発行等に 規則13条一 (1) 特定社債（特定短期社債を除き、転換特定社債及び新 の発行等に 規則13条一 (1)特定社債（転換特定社債、新優先出資引受権付特定社債

関する事項 優先出資引受権付特定社債(以下3．において転換特定社 関する事項 を含む。以下同じ。）の発行を予定する場合は、その旨

債等という。）を含む。) の発行を予定する場合は、そ の記載があるか。

の旨の記載があるか。

規則13条二 (2)特定社債の総額(発行予定残高の上限をいう。以下3．に 規則13条二 (2)特定社債券の総額(発行予定残高の上限。以下同じ。）に

おいて同じ。）について記載があるか。 ついて記載があるか。

規則13条三 (3)特定社債の内容について記載があるか。 規則13条三 (3)特定社債（転換特定社債及び新優先出資引受権付特定社

債(以下｢転換特定社債等」という。）を含む。）の内容

について記載があるか。

規則13条四 (4)各発行ごとの発行時期について記載があるか。 規則13条四 (4)発行時期について記載があるか。

規則13条五 (5)各発行ごとの発行価額(転換特定社債等を発行する場合 規則13条五 (5)各発行ごとの発行価額、(転換特定社債等を発行する場

は、その内訳を含む。）、利率及び募集等の方法につい 合は、その内訳を含む。）及び募集等の方法について記載

て記載があるか。 があるか。

（略） （略） （略） （略）

規則13条十 (10)特定社債管理会社（各特定社債の金額が一億円未満の場 規則13条十 (10)特定社債管理会社（各特定社債の金額が一億円未満の場

合に限る。）又は、担保附社債信託法に定める信託会社（ 合）又は、担保附社債信託法に定める信託会社（ 物上担

物上担保が付される場合に限る。）の商号について記載が 保が付される場合に限る。）の商号について記載があるか

あるか。 。

（略） （略） （略） （略）

法5条①二二 (14)（略） 法5条①二二 (14)（略）

同(2) （b) 各新優先出資引受権付特定社債に付する新優先出資の 同(2) （b) 各新優先出資引受権付特定社債に付する新優先出資の

引受権（以下３．において「引受権」という。）の内容に 引受権（以下「引受権」という。）の内容について記載

ついて記載があるか。 があるか。

３－２．特定 法２条⑧ 次に掲げるすべての要件を満たしているか。 ３－２．特定 法２条８項 (10) 次に掲げるすべての要件を満たしているか。

短期社債発 短期社債発

行等に関す 行等に関す

る事項 る事項

一 (略） １号 (略）

ニ (略 ２号 (略

三 (略） ３号 (略）

四 (略） ４号 (略）



五 （e) 担保附社債信託法の規定及び法第113条第3項の規定に ５号 （e) 担保附社債信託法の規定及び第113条第3項の規定によ

より担保が付されるものでないこと。 り担保が付されるものでないこと。

(略） (略） (略） (略）

規則13条の2 (2) 特定短期社債の限度額（発行予定残高の上限をいう。) 規則13条の2 (2) 特定短期社債の限度額（発行予定残高の上限.以下同じ

ニ について記載があるか。 ニ 。)について記載があるか。

規則13条の2 (4)各発行ごとの発行時期について記載があるか。 規則13条の2 (4)発行時期について記載があるか。

四 四

(略） (略） (略） (略）

規則13条の2 (６)各発行ごとの発行価額及び利率について記載があるか。 規則13条の2 (６)各発行ごとの発行価額について記載があるか。

六 六

(略） (略） (略） (略）

法113条の６ (略） 法113条の６ (略）

同号ハ 同号ハ

規則33条 (略） 規則33条 (略）

の10 の四

一 一

規則33条 (略） 規則33条 (略）

の10 の四

ニイ ニイ

規則33条 (略） 規則33条 (略）

の10 の四

ニロ ニロ

規則13条の2 (11)上記(4)～(9)の内容が確定していない場合は、その内容 規則13条の2 (11)上記(5)～(9)の内容が確定していない場合は、その内容

十 を確定するための要件及び手続きについて記載があるか。 十 を確定するための要件及び手続きについて記載があるか.

(略） （略） (略） （略）

規則13条の2 (13)上記(1)～ (9)、(11)及び(12)について変更を禁止する 規則13条の2 (13)上記(1)～ (3)について変更を禁止する場合はその旨の

十二 場合はその旨の記載があるか。 十二 記載があるか。

４．特定約束 (略） (略） ４．特定約束 (略） (略）

手形の発行 規則14条ニ (2)限度額（発行予定残高の上限をいう。）について記載が 手形の発行 規則14条ニ (2)限度額（発行予定残高の上限）について記載があるか。

等に関する あるか。 等に関する .

事項 (略） (略） (略） (略）

規則14条四 (４)各発行ごとの発行時期について記載があるか。 規則14条四 (４)発行時期について記載があるか。

(略） (略）

規則14条五 (5)各発行ごとの発行価額及び利率について記載があるか。 規則14条五 (5)各発行ごとの発行価額について記載があるか。



(略） (略） (略） (略）

規則14条七 (7)特定約束手形に係る信用補完又は流動性補完の概要につ 規則14条七 (7)約束手形に係る信用補完又は流動性補完の概要について

いて記載があるか。 記載があるか。

(略） (略） (略） (略）

法１４９条一

(略） (略） (略） (略）

同号イ （a) 特定約束手形の発行目的が、特定資産を取得するため 同号イ (a) 約束手形の発行目的が、特定資産を取得するために必

に必要な資金を調達するものである旨の記載があるか。 要な資金を調達するものである旨の記載があるか。

(略） (略）

規則39条 ⒟ 規則16条７号ロの場合であって、取得する特定資産を 規則39条 (⒟ 規則16条７号ロの場合であって、取得する資産を一定

ニイ 一定の条件に基づき抽出する場合は、発行を予定する特定 ニイ の条件に基づき抽出する場合は、発行を予定する特定約束

約束手形について指定格付機関（当該特定約束手形の発行 手形について指定格付機関（当該特定約束手形の発行を予

を予定する特定目的会社が保有する特定資産の価格を調査 定する特定目的会社が保有する特定資産の価格を調査した

した指定格付機関を除く。）から金融庁長官の指定する格 指定格付機関を除く。）から金融庁長官の指定する格付を

付を取得している旨の記載があるか。 取得している旨の記載があるか。

(略） (略） (略） (略）

５．特定目的 (略） (略） ５．特定目的 (略） (略）

借入れに関 規則15条ニ (2) 限度額(借入れ予定残高の上限をいう。）について記載 借入れに関 規則15条ニ (2) 限度額について記載があるか。

する事項 があるか。 する事項

(略） (略） (略） (略）

６．特定資産 (略） (略） ６．特定資産 (略） (略）

に関する事 規則16条二 (2)特定資産の権利の移転に関する事項（特定資産の譲渡に に関する事 規則16条二 (2)特定資産の権利の移転について記載があるか。

項 係る対抗要件の具備又は買戻特約の設定状況に関する事項 項

を含む。）について記載があるか。

(略） (略） 略） (略）

規則16条七イ 【開発型の場合】 規則16条七イ 【開発型の場合】

(7)上記(2)～(４)の内容が確定していない場合は、その内容 (7)上記(2)～(5)の内容が確定していない場合は、その内容

を確定するための要件及び手続について記載があるか。 を確定するための要件及び手続について記載があるか。

規則16条七ロ 【プログラム発行スキームの場合】 規則16条七ロ 【プログラム発行スキームの場合】

⑻次に掲げる要件のすべてを満たす場合で上記⑵～(5)の内 ⑻次に掲げる要件のすべてを満たす場合で上記⑵～⑷の内

容が確定していない場合は、その内容を確定するための要 容が確定していない場合は、その内容を確定するための要

件及び手続について記載があるか。 件及び手続について記載があるか。

同(1) (a) (略) 同(1) (a) (略)



同(2) (b) 発行を予定する資産対応証券が、特定短期社債又は特 同(2) (b) 発行を予定する資産対応証券が特定約束手形のみであ

定約束手形のみである旨の記載があるか。 る旨の記載があるか。

(略) (略) (略) (略)

規則16条七ハ 【特定社債継続発行スキームの場合】 規則16条七ハ （新設）

⑼次に掲げる要件のすべてを満たす場合で上記⑵～⑷の内 （新設）

容が確定していない場合は、その内容を確定するための要

件及び手続について記載があるか。

同(1) ⒜上記(1)の「特定資産の内容」欄に掲げる事項によって 同(1) ⒜ （新設）

特定が可能な指名金銭債権若しくは有価証券又はこれら

を信託する信託の受益権であって、一定の条件に基づい

て抽出される資産を、特定目的会社が将来継続して取得

するものであることの記載があるか。

同(2) ⒝ 発行される資産対応証券が、担保附社債信託法の規定 同(2) ⒝ （新設）

又は法第１１３条第３項の規定により担保が付された特

定社債であることの記載があるか。

同(3) ⒞ 資産流動化計画に上記(b) について変更を禁止する旨 同(3) ⒞ （新設）

の定めの記載があるか。

規則16条八 (10)上記⑵～(9)(⑸は、開発型又は⑻の場合であって、取得 規則16条八 (10)上記⑵～⑻（⑸は、開発型又は⑻の場合であって、取得

する特定資産を一定の条件に基づき抽出する場合に限る。 する特定資産を一定の条件に基づき抽出する場合に限る。

）の変更を禁止する場合は、その旨の記載があるか。 ）の変更を禁止する場合は、その旨の記載があるか。

７．特定資産 (略） (略) ７．特定資産 (略） (略)

の管理等に 規則17条二 ⑵ 特定資産の管理及び処分に係る業務を行わせるための信 の管理等に 規則17条二 ⑵ 特定資産の管理及び処分に係る業務を行わせるための

関する事項 託の受託者又は受託予定者（以下7.において受託者等」と 関する事項 託の受託者又は受託予定者（以下「受託者等」という。

いう。）の氏名又は名称、営業所又は事務所の所在地その の氏名又は名称、営業所又は事務所の所在地その他の受

法147条 他の受託者等について（特定資産が不動産の場合、当該受 者等について（特定資産が不動産の場合、当該受託者等

託者等が不動産特定共同事業法第６条各号のいずれにも該 不動産特定共同事業法第６条各号のいずれにも該当しな

当しない者である旨の記載を含む。）記載があるか。 者である旨の記載を含む。）記載があるか。

規則17条三 ⑶ 受託者等が特定資産について行う業務の種類、内容並び 規則17条三 ⑶ 受託者等が特定資産について行う業務の種類、内容並

に資産対応証券の保有者、特定目的借入れに係る債権者及 に資産対応証券保有者、特定目的借入れに係る債権者及

び特定社債管理会社（特定社債に物上担保を付す場合は担 特定社債管理会社（特定社債に物上担保を付した場合は

保附社債信託法に規定する信託会社）の利害に関する事項 保附社債信託法に規定する信託会社）の利害に関する事

について記載があるか。 について記載があるか。



(略） (略) (略） (略)

８．資金の借 規則18条一 ⑴限度額（借入予定残高の上限をいう。）について記載があ ８．資金の借 規則18条一 ⑴限度額（借入予定残高の上限）について記載があるか。

入れに関す るか。 入れに関す

る事項 る事項

規則18条二 ⑵借入金の使途について記載があるか。 規則18条二 ⑵借入資金の使途について記載があるか。

９．その他資 (略） (略) (略） (略)

産流動化計 規則19条三 ⑶ 発行される優先出資又は特定社債について少人数私募を ９．その他資 規則19条三 ⑶ 発行される優先出資又は特定社債について少人数私募を

画記載事項 行う場合には、資産流動化計画の謄本又は抄本を優先出資 産流動化計 行う場合には、資産流動化計画を優先出資申込証又は特定

申込証又は特定社債申込証に添付する旨の記載があるか。 画記載事項 社債申込証に添付する旨の記載があるか。

規則19条四 ⑷ 資産流動化計画に記載される事項のうち、発行される資 規則19条四 ⑷ 資産流動化計画に記載される事項のうち、発行される資

産対応証券に関する事項又は実行される特定目的借入れに 産対応証券に関する事項又は特定目的借入れに関する事項

関する事項の内容を変更するための手続及び当該事項の内 の内容を変更するための手続及び当該事項の内容が確定し

容が確定していない場合における当該内容を確定するため ていない場合における当該内容を確定するための手続は当

の手続は当該発行又は実行が行われる前に行うものとする 該発行が行われる前に行うものとする旨の記載があるか。

旨の記載があるか。

規則19条五 (5) 特定短期社債若しくは特定約束手形を発行し又は特定目 規則19条五 (5) 特定約束手形を発行し又は特定目的借入れを行ってい

的借入れを行っている場合であって、社員総会の決議によ る場合であって、社員総会の決議により資産流動化計画

り資産流動化計画の変更を行うときは、反対する特定短期 の変更を行うときは、反対する特定約束手形の所有者又

社債の債権者、特定約束手形の所有者又は特定目的借入れ は特定目的借入れに係る債権者に対する債務の弁済をす

に係る債権者に対する債務の弁済をするための相当の財産 るための相当の財産の信託が完了した後で行う旨の記載

の信託が完了した後で行う旨の記載があるか。 があるか。

(略） (略) (略） (略)



改 正 後 改 正 前

別紙様式6（ひな型） 別紙様式６（ひな型）

（日本工業規格Ａ４） （日本工業規格Ａ４）

証 明 申 請 書 証 明 申 請 書

平成 年 月 日 平成 年 月 日

財務（支）局長 殿 財務（支）局長 殿

申請者 本 店 申請者 本 店

商 号 （会社名） 商 号 （会社名）

取締役 （氏名） 印 取締役 （氏名） 印

申請者が と 年 月 日をもって売買契約を締結した別紙記 申請者が と 年 月 日をもって売買契約を締結した別紙記

載の不動産に関する所有権の移転の登記につき、租税特別措置法第８３条の４第１項 載の不動産に関する所有権の移転の登記につき、租税特別措置法第８３条の７第１項

の規定の適用を受けたいので、租税特別措置法施行規則第３１条の６第１項に規定す の規定の適用を受けたいので、租税特別措置法施行規則第３１条の９第１項に規定す

る事項を証する書類の交付を申請します。 る事項を証する書類の交付を申請します。

添付書類：不動産売買契約書(写)等、申請者による当該登記に係る不動産の所有 添付書類：不動産売買契約書（写）等、申請者による当該登記に係る不動産の所有

権の取得日が確認することができるもの 権の取得日が確認することができるもの

：租税特別措置法第83条の4第１項第２号の要件を満たすことを証する ：租税特別措置法第８３条の７第１項第２号の要件を満たすことを証する

書面 書面

証 明 書 証 明 書

１．申請者は、租税特別措置法（以下「法」という。）第８３条の４第１項第１号に １．申請者は、租税特別措置法（以下「法」という。）第８３条の７第１項第１号に

掲げる要件を満たしている特定目的会社である。 掲げる要件を満たしている特定目的会社である。

２．申請者による からの別紙記載の不動産の取得は、法第８３条の４第 ２．申請者による からの別紙記載の不動産の取得は、法第８３条の７第

１項に規定する資産の流動化に関する法律第２条第４項に規定する資産流動化計画 １項に規定する資産の流動化に関する法律第２条第４項に規定する資産流動化計画

に基づくものであり、取得する当該不動産は、法第８３条の４第１項に規定する特 に基づくものであり、取得する当該不動産は、法第８３条の７第１項に規定する特

定不動産に該当し、以下のとおり同項第２号に掲げる要件を満たしている。 定不動産に該当し、以下のとおり同項第２号に掲げる要件を満たしている。

⑴ 同号イに該当する場合 １００分の ⑴ 同号イに該当する場合 １００分の

⑵ 同号ロに該当する場合 １００分の ⑵ 同号ロに該当する場合 １００分の

（当該不動産取得前 １００分の ） （当該不動産取得前 １００分の ）

３．申請者の上記２．に係る特定不動産の取得日は平成 年 月 日であり、 ３．申請者の上記２．に係る特定不動産の取得日は平成 年 月 日であり、

この証明書により法第８３条の４第１項の規定の適用を受けることができる期限は この証明書により法第８３条の７第１項の規定の適用を受けることができる期限は

平成 年 月 日である。 平成 年 月 日である。

以上のとおり証明する。 以上のとおり証明する。

平成 年 月 日 平成 年 月 日

財務（支）局長 ○○ ○○ 印 財務（支）局長 ○○ ○○ 印

別紙 （略） 別紙 （略）



改 正 案 現 行

別紙様式7（ひな型） 別紙様式７（ひな型）

（日本工業規格Ａ４） （日本工業規格Ａ４）

証 明 申 請 書 証 明 申 請 書

平成 年 月 日 平成 年 月 日

財務（支）局長 殿 財務（支）局長 殿

申請者 本 店 申請者 本 店

商 号 （会社名） 商 号 （会社名）

取締役 （氏名） 印 取締役 （氏名） 印

申請者が から 年 月 日をもって売買契約を締結した指名金 申請者が から 年 月 日をもって売買契約を締結した指名金

銭債権に伴う別紙記載の不動産の質権又は抵当権の移転の登記につき、租税特別措置 銭債権に伴う別紙記載の不動産の質権又は抵当権の移転の登記につき、租税特別措置

法第８３条の４第１項の規定の適用を受けたいので、租税特別措置法施行規則第３１ 法第８３条の７第１項の規定の適用を受けたいので、租税特別措置法施行規則第３１

条の６第１項に規定する事項を証する書類の交付を申請します。 条の９第１項に規定する事項を証する書類の交付を申請します。

添付書類：債権譲渡契約書（写）等、申請者による当該登記に係る指名金銭債権の 添付書類：債権譲渡契約書（写）等、申請者による当該登記に係る指名金銭債権の

取得日を確認することができるもの 取得日を確認することができるもの

証 明 書 証 明 書

１．申請者は、租税特別措置法（以下「法」という。）第８３条の４第１項第１号に １．申請者は、租税特別措置法（以下「法」という。）第８３条の７第１項第１号に

掲げる要件を満たしている特定目的会社である。 掲げる要件を満たしている特定目的会社である。

２．申請者による からの別紙記載の不動産の質権又は抵当権が設定され ２．申請者による からの別紙記載の不動産の質権又は抵当権が設定され

た指名金銭債権の取得は、法第８３条の４第１項に規定する資産の流動化に関する た指名金銭債権の取得は、法第８３条の７第１項に規定する資産の流動化に関する

法律第２条第４項に規定する資産流動化計画に基づくものであり、取得する当該指 法律第２条第４項に規定する資産流動化計画に基づくものであり、取得する当該指

名金銭債権は、法第８３条の４第１項に掲げる要件を満たす指名金銭債権に該当す 名金銭債権は、法第８３条の７第１項に掲げる要件を満たす指名金銭債権に該当す

る。 る。

３．申請者の上記２．に係る指名金銭債権の取得日は平成 年 月 日であり、 ３．申請者の上記２．に係る指名金銭債権の取得日は平成 年 月 日であり、

この証明書により法第８３条の４第１項の規定の適用を受けることができる期限は この証明書により法第８３条の７第１項の規定の適用を受けることができる期限は

平 成 年 月 日である。 平 成 年 月 日である。

以上のとおり証明する。 以上のとおり証明する。

平成 年 月 日 平成 年 月 日

財務（支）局長 ○○ ○○ 印 財務（支）局長 ○○ ○○ 印

別紙 （略） 別紙 （略）



改 正 後 改 正 前

別紙様式8（ひな型） 別紙様式８（ひな型）

（日本工業規格Ａ４） （日本工業規格Ａ４）

証 明 申 請 書 証 明 申 請 書

平成 年 月 日 平成 年 月 日

財務（支）局長 殿 財務（支）局長 殿

申請者 本 店 申請者 本 店

商 号 （会社名） 商 号 （会社名）

取締役 （氏名） 印 取締役 （氏名） 印

申請者が と 年 月 日をもって売買契約（請負契約）を締結し 申請者が と 年 月 日をもって売買契約（請負契約）を締結し

た別紙記載の不動産に関する不動産取得税につき、地方税法附則第11条第13項の規定の た別紙記載の不動産に関する不動産取得税につき、地方税法附則第11条第15項の規定の

適用を受けたいので、地方税法施行規則附則第３条の２の９に規定する事項を証する書 適用を受けたいので、地方税法施行規則附則第３条の２の９に規定する事項を証する書

類の交付を申請します。 類の交付を申請します。

添付書類：不動産売買契約書（写）等、申請者が当該申請に係る不動産の所有権の取 添付書類：不動産売買契約書（写）等、申請者が当該申請に係る不動産の所有権の取

得日を確認することができる書面。また、開発による資産の取得の場合に 得日を確認することができる書面。また、開発による資産の取得の場合に

は当該申請に係る不動産の取得日を確認することができる書面。 は当該申請に係る不動産の取得日を確認することができる書面。

：地方税法施行令附則第７条第７項の要件を満たすことを証する書面 ：地方税法施行令附則第７条第７項の要件を満たすことを証する書面

証 明 書 証 明 書

１．申請者は、地方税法（以下「法」という）施行令附則第７条第６項に掲げる要件を １．申請者は、地方税法（以下「法」という）施行令附則第７条第６項に掲げる要件を

満たしている特定目的会社である。 満たしている特定目的会社である。

２．申請者による別紙記載の不動産の取得は、法附則第11条第13項に規定する資産の ２．申請者による別紙記載の不動産の取得は、法附則第11条第15項に規定する資産の

流動化に関する法律第2条第4項の資産流動化計画に基づくものであり、取得する当該 流動化に関する法律第2条第4項の資産流動化計画に基づくものであり、取得する当該

不動産は、以下のとおり法施行令附則第7条第7項の要件を満たす特定目的会社が行う 不動産は、以下のとおり法施行令附則第7条第7項の要件を満たす特定目的会社が行う

ものである。 ものである。

⑴ 同項第１号に該当する場合 １００分の ⑴ 同項第１号に該当する場合 １００分の

⑵ 同項第２号に該当する場合 １００分の ⑵ 同項第２号に該当する場合 １００分の

（当該不動産取得前 １００分の ） （当該不動産取得前 １００分の ）

３．申請者の上記２．に係る不動産の取得日は平成 年 月 日である。 ３．申請者の上記２．に係る不動産の取得日は平成 年 月 日である。

以上のとおり証明する。 以上のとおり証明する。

平成 年 月 日 平成 年 月 日

財務（支）局長 ○○ ○○ 印 財務（支）局長 ○○ ○○ 印

（略） （別紙） （略） （別紙）




